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事 務 連 絡 

令和３年４月 23 日 

各都道府県・指定都市教育委員会総務課・学校保健担当課 

各都道府県教育委員会専修学校主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえ

た小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症

への対応に関する留意事項について 

このたび、内閣総理大臣より、東京都、大阪府、兵庫県、京都府の４都府県を対象区

域として、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）に基づく「新

型インフルエンザ等緊急事態宣言（以下「緊急事態宣言」という。）」が行われ、政府に

おける「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（以下「対処方針」という。）」

が改訂されました。各学校等（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専

修学校高等課程をいう。以下同じ。）及び設置者におかれては、改訂された基本的対処方

針等に基づくとともに、下記に御留意の上、新型コロナウイルス感染症対策の徹底をお

願いします。 

各都道府県教育委員会教育長におかれては、所管の学校（専修学校高等課程を含む。

以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対し、各指定都市教育委員会教育長におか

れては、所管の学校に対し、各都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社

を所轄する構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長にお

かれては、所轄の学校及び学校法人等に対し、附属学校を置く各国公立大学法人の長に

おかれては、その管下の学校に対し、厚生労働省社会・援護局長におかれては所管の専

修学校高等課程に対し、周知いただくようお願いします。 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が行われ

たことを踏まえ、各学校等及び設置者において、改めて感染症対策の徹底

をお願いいたします。 

　参考資料１
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記 

 

１．感染症対策の徹底 

  各学校等及びその設置者におかれては「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基

づく緊急事態宣言を踏まえた小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイ

ルス感染症への対応に関する留意事項について」（令和３年１月８日付け初等中等教

育局長・スポーツ庁次長・文化庁次長連名通知）（別紙１）も踏まえ、各学校等におけ

る感染症対策についての点検を行い、対策を一層徹底いただきたいこと。 

緊急事態宣言の対象区域に属する地域においては、感染状況に応じて、学校教育活

動や部活動において行われる活動で、「感染症対策を講じてもなお感染リスクが高い

活動」を一時的に制限することなど、感染症対策を強化していただきたいこと。 

 

２．変異株の拡大への対応 

  現在、日本国内では、変異株の感染者の割合が増加しつつあり、なかでも、N501Y の

変異がある変異株は、従来株と比べ、感染しやすい可能性があるとされており、児童

生徒等もその例外ではないことから、極めて強い危機意識をもって対応していくこと

が求められていること。 

  一方で、現時点では、児童生徒等が重症化しやすいというエビデンスは得られてお

らず、児童生徒等が変異株に感染し死亡した事例はないこと。 

  変異株への対策としては、従来と同様に、３密の回避や、マスクの着用、手洗いな

ど基本的な感染症対策の徹底が推奨されており、引き続き徹底していくことが重要で

あること。 

くわえて、児童生徒等については、児童生徒等が感染を拡大することのないよう、

家庭での健康観察の徹底や、クラスターの発生を防ぐことに特に留意することが大切

であること。 

各学校等においては、感染症対策がとられていることについて、（別紙２）のチェッ

クリストも活用いただき、改めて確認するとともに、学校の設置者においても、各学

校等における感染症対策の状況を把握・確認し、必要な措置や支援を行っていただき

たいこと。 

 

３．やむを得ず学校に登校できない場合の ICT を活用した学習保障 

学校においては、地域の感染状況を踏まえ、学習活動を工夫しながら、可能な限り、

学校教育活動を継続し、子供の健やかな学びを保障していくことが必要であること。

子供たちがやむを得ず学校に登校できない場合には、GIGA スクール構想により整備を

進めてきた端末を含め学校に配備されている端末を最大限活用することとし、家庭環

境や情報セキュリティに十分留意しながら、自宅等においても学習を継続できるよう

オンライン学習が行える環境を積極的に整えること。 

その際、設置者及び学校においては、「学校に整備された ICT 端末の緊急時における

取扱いについて」（令和２年９月１１日公表）を参考にするとともに、通信環境が整っ

ていない家庭に対して、ルータ等の貸し出しを積極的に行うこと。 
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４．変更後の対処方針等  

    別紙３のとおり　（内閣府注：別紙３省略）

（学校の取扱いに係る記載） 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

（３）まん延防止

５）学校等の取扱い

① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業を求めるので

はなく、地域の感染状況に応じた感染防止策の徹底を要請する。幼稚園、小学

校、中学校、高等学校等については、子供の健やかな学びの保障や心身への影

響の観点から、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マ

ニュアル」等を踏まえた対応を要請する。また、大学等については、感染防止

と面接授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適

切に対応することを要請する（緊急事態措置区域においては、大学等の感染対

策の徹底とともに、遠隔授業も活用した学修者本位の授業の効果的な実施によ

る学生等の学修機会の確保を図る）。部活動、課外活動、学生寮における感染防

止策、懇親会や飲み会などについては、学生等への注意喚起の徹底（緊急事態

措置区域及び重点措置区域においては、部活動や課外活動における感染リスク

の高い活動の制限又は自粛）を要請する。都道府県は、学校設置者に対し、保

健管理等の感染症対策について指導するとともに、地域の感染状況や学校関係

者の感染者情報について速やかに情報共有を行うものとする。

＜本件連絡先＞ 
文部科学省 

初等中等教育局 健康教育・食育課 ０３－５２５３－４１１１（内２９１８） 
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                           ２文科初第 1462号 

                          令和３年１月８日 

 

  各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 
  各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 
  各 都 道 府 県 知 事 
  附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 長  殿 
  小中高等学校を設置する学校設置会社を 
 所轄する構造改革特別区域法第１２条 
 第１項の認定を受けた各地方公共団体の長 
  厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 
 
 

  文部科学省初等中等教育局長          

瀧  本   寛      
 
 
 
 

スポーツ庁次長                

藤 江  陽 子      
 
 
 
 

文化庁次長                  

矢 野  和 彦      
 

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた 

小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への 

対応に関する留意事項について（通知） 

 

このたび、内閣総理大臣より、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の４都県を

対象区域として、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31

号）に基づく「新型インフルエンザ等緊急事態宣言（以下「緊急事態宣言」とい

う。）」が行われ、政府における「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方

針（以下「対処方針」という。）」（別紙１）が改訂されたことを踏まえ、各学校

等（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校高等課程をい

う。以下同じ。）、設置者及び高等学校入学者選抜等の実施者（小学校や中学校、

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が行われたことを踏まえ、各学

校等及び設置者において、本通知の留意事項等を踏まえて、感染症対策の総点検を行い、感染

対策を一層徹底いただくようお願いいたします。 

y-w-14
テキスト ボックス
別紙１
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特別支援学校等の入学者選抜を含む。）に御留意いただきたい事項を整理しまし

たので、お知らせします。 

 

この趣旨に十分御留意の上、各学校等及びその設置者におかれましては、「小

学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底に

ついて」（令和３年１月５日付け初等中等教育局長・スポーツ庁次長・文化庁次

長連名通知）も踏まえ、各学校等における感染症対策についての総点検を行い、

感染対策を一層徹底いただくようお願いします。 

 

各都道府県教育委員会教育長におかれては、所管の学校（専修学校高等課程を

含む。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対し、各指定都市教育委員

会教育長におかれては、所管の学校に対し、各都道府県知事及び小中高等学校を

設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第 12条第１項の認定を受

けた各地方公共団体の長におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対し、附属

学校を置く各国公立大学法人の長におかれては、その管下の学校に対し、厚生労

働省社会・援護局長におかれては所管の専修学校高等課程に対し、周知いただく

ようお願いします。 

 

記 

 

現在の感染状況を踏まえれば、社会のあらゆる分野で新規の感染者を一人で

も減らすことが不可欠であり、学校も例外ではありません。このため、各学校等

において、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュア

ル」（以下「衛生管理マニュアル」という。）を踏まえて、地域の感染レベルに応

じた感染症対策が適切にとられているか、改めて確認の上、徹底することが求め

られます。また、特に緊急事態宣言の対象区域に属する地域においては、警戒度

をこれまでより一段階高めて、感染症対策のさらなる徹底を図ることが必要で

す。これらの際に留意いただきたい事項は下記のとおりです。 

各学校等においては、感染症対策がとられていることについて、（別紙２）の

チェックリストも活用いただき、改めて確認するとともに、学校の設置者におい

ても各学校等における感染症対策の状況を把握・確認し、必要な措置や支援を行

っていただくようお願いします。 

 

１．学校教育活動の継続等 

地域一斉の臨時休業については、学校における新型コロナウイルスのこれま

での感染状況や特性を考慮すれば、子供の健やかな学びの保障や心身への影響
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の観点からも、避けるべきであること。ただし、緊急事態宣言の対象区域に属す

る地域に所在する高等学校及び特別支援学校においては、設置者の判断により、

生徒等の通学の実態等も踏まえ、感染状況に応じて、例えば時差登校や分散登校

の導入などの検討も行い、警戒度をより高めること。 

 

２．感染症対策 

（１） 健康観察の徹底 

児童生徒等も教職員も、毎日の登校・出勤前の健康観察を、改めて徹底する

こと。感染者の増加している地域では、同居の家族に発熱等の風邪症状がある

場合も、登校・出勤をさせないこと。さらに、登校後においても児童生徒等の

体調の観察に努め、体調の不調に教職員が気づいた場合には、すみやかに養護

教諭等と連携し、迅速な対応を取ること。 

また、教職員については、教職員は多数の児童生徒等に接する業務であるこ

とに鑑み、各学校において、教職員が発熱等の風邪症状がある時には休みを取

り、積極的に受診しやすい環境を整えること。 

（参考）「小学校、中学校及び高等学校等にかかる感染事例等を踏まえて 今後求められる対

策等について（通知）」（令和２年 8月 6日付け初等中等教育局長通知）抜粋 

また、特に教職員に関しては、休みをとりやすい職場環境も重要です。具体的には、

急遽出勤できなくなる可能性も想定して、教職員間で業務の内容や進捗、学級の状況等

の情報共有を日頃から行うことや、教職員が出勤できなくなった場合の指導体制等の

校務分掌について検討を進めることなどの工夫も有効です。さらに、教職員本人が濃厚

接触者となったり、同居家族に風邪症状があるなどにより出勤できない場合に、業務を

テレワークで行えるよう、必要な規程等を定めることが考えられるとともに、ＩＣＴを

活用したテレワークの実施については、「新型コロナウイルス感染症対策のために小学

校、中学校、高等学校等において臨時休業を行う場合の学習の保障等について（通知）」

（２文科初第 154 号令和２年４月 21 日付け文部科学省初等中等教育局長通知）の３

（２）を参照してください（別紙参照）。なお、文部科学省において、事例集も作成し

ています。 

 

（２）感染リスクの高い活動の回避 

ア．感染リスクの高い教育活動 

教科等活動に関しては、「衛生管理マニュアル」における、地域の感染レ

ベルごとの行動基準を踏まえて行うこととし、特に緊急事態宣言の対象区域

に属する地域においては、以下に例を挙げるような、「感染症対策を講じて

もなお感染リスクの高い学習活動」は、一時的に停止すること。 
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・各教科等に共通する活動として「児童生徒が長時間、近距離で対面形式と

なるグループワーク等」及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」（★） 

・理科における「児童生徒同士が近距離で活動する実験や観察」 

・音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱（注）及びリコーダー

や鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏」（★） 

・図画工作、美術、工芸における「児童生徒同士が近距離で活動する共同制

作等の表現や鑑賞の活動」 

・家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」

（★） 

・体育、保健体育における「児童生徒が密集する運動」（★）や「近距離で

組み合ったり接触したりする運動」（★） 

なお、「★」を付した活動は特にリスクが高いことから、緊急事態宣言の

対象区域に属する地域以外でも、感染者が散発的な発生にとどまり医療提供

体制に特段の支障がないような状況でない限り、その実施について慎重に検

討するとともに、上に例を挙げる活動以外であっても、児童生徒等同士が近

距離で大きな発声を伴う活動や身体的接触、マスクを外して行う運動など、

感染リスクの高い活動については、地域の感染状況等に応じて、適宜見直す

こと。 

（注）合唱に関しては、「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行う場面での新型コロナ

ウイルス感染症対策の徹底について（通知）」（令和２年 12月 10日文部科学省初等中等教育局長・文化庁次長

連名通知）も参照のこと。 

 

イ．体育 

  体育の授業の実施に当たっては、以下の点に留意すること。なお、緊急事

態宣言の対象区域に属する地域における留意事項として示した項目であっ

ても、対象区域外の地域でも、地域の感染状況に応じて、これを参考としつ

つ、適切に取り組むこと。 

・可能な限り屋外で実施すること。体育館など屋内で実施する必要がある場

合は、特に呼気が激しくなるような運動を避けることを徹底すること。 

・緊急事態宣言の対象地域に属する地域では、運動時のマスク着用による身

体へのリスクを考慮して、マスクの着用は必要はないが、授業の前後にお

ける着替えや移動の際や、授業中、教師による指導内容の説明やグループ

での話し合いの場面、用具の準備や後片付けの時など、児童生徒が運動を

行っていない際は、可能な限りマスクを着用すること。また、呼気が激し

くならない軽度な運動の際は、マスクを着用することが考えられる。 

・緊急事態宣言の対象区域に属する地域における体育の授業内容について、
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集団で行う活動は避け、なるべく個人で行う活動とし、特定の少人数（２

～３人程度）での活動（球技におけるパスやシュートなど）を実施する際

は十分な距離を空けて行うこと。 

 

ウ．給食、弁当、教職員の食事等の飲食の場面 

給食等の食事をとる際には、食事の前後の手洗いを徹底すること。会食に

当たっては、飛沫を飛ばさないよう、例えば、机を向かい合わせにしない、

大声での会話を控えるなどの対応をとること。 

   同様に、高等学校等で弁当を持参する場合や、部室等で食事をとる場合、

教職員の食事の場面においても注意すること。生徒等同士での昼食や、教職

員が同室で昼食をとる場面でも、飛沫を飛ばさないような席の配置や、距離

がとれなければ会話を控えるなどの対応を工夫すること。食事後の歓談時

には必ずマスクを着用すること。 

 

（３）部活動における感染症対策の強化 

緊急事態宣言の対象区域に属する地域においては、その感染状況を踏まえ、

学校が独自に行う他校との練習試合や合宿等を一時的に制限するなど感染症

への警戒度を高めること。また、部活動終了後に、生徒同士で食事をすること

を控えるよう特に指導を徹底すること。なお、新型コロナウイルス感染症対策

分科会の専門家から、緊急事態宣言下における学生・生徒が行う部活動につい

ての考え方が取りまとめられており、その要点は（別紙３）のとおりであるた

め、これについても参照すること。 

 

（４）学校外の行動における留意事項 

緊急事態宣言の対象区域に属する地域の学校においては、対処方針も踏まえ、

児童生徒等に対して、特に 20 時以降の不要不急の外出は控えることなどにつ

いても指導すること。同様に、教職員に対しても周知徹底すること。 

 

（５）幼稚園における感染症対策 

  幼稚園においては、必要に応じて（２）等に述べた感染症対策を参照すると

ともに、幼児特有の事情を考慮し、「衛生管理マニュアル」第５章「幼稚園に

おいて特に留意すべき事項について」に掲げる事項にも留意しながら、各園に

おける感染症対策について改めて確認・徹底すること。 

 

３．心のケア等 

「新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支
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援学校等における教育活動の再開後の児童生徒に対する生徒指導上の留意事

項について（通知）」（令和２年５月 27 日付け初等中等教育局児童生徒課長通

知）を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に起因するストレス、いじめ、偏見

等に関し、相談窓口（「24 時間子供ＳＯＳダイヤル」や各自治体において開設

している相談窓口等）を適宜周知するとともに、必要に応じて養護教諭やスク

ールカウンセラー等による支援を行うなど、児童生徒の心のケア等に配慮する

こと。 

併せて、学校現場で感染症対策や心のケア等を最前線で支える教職員の精神

面の負担にも鑑み、学校の管理職や設置者等は「新型コロナウイルス感染症へ

の対応に伴う教職員のメンタルヘルス対策等について（通知）」（令和２年６月

26 日付け初等中等教育局初等中等教育企画課長・財務課長・健康教育・食育

課長通知）等も踏まえ、教職員のメンタルヘルスにも十分配意すること。 

 

４．高等学校入学者選抜等 

（１）高等学校入学者選抜等の実施 

  今後予定されている令和３年度高等学校入学者選抜等については、緊急事

態宣言の対象区域に属する地域の内外に関わらず、万全を期した上で、予定ど

おり実施していただきたいこと。 

  その際には、「令和３年度高等学校入学者選抜等の実施に当たっての留意事

項について」（令和２年６月 22 日付け初等中等教育局児童生徒課・特別支援

教育課・参事官（高等学校担当）・総合教育政策局生涯学習推進課事務連絡）

や「令和３年度高等学校入学者選抜等における無症状の濃厚接触者の取扱い

について」（令和２年 10月 30日付け初等中等教育局児童生徒課・特別支援教

育課・参事官（高等学校担当）・総合教育政策局生涯学習推進課事務連絡）を

踏まえ、各実施者において、引き続き、感染症対策や追検査等による受検機会

の確保に努めていただきたいこと。 

 

（２）感染症対策の徹底と更なる検討 

例えば、試験会場で発熱・咳等の症状のある入学志願者がいた場合にどのよ

うな対応をするか、試験会場で起こり得る事態を想定してあらかじめ対応を定

めておき、試験の現場において混乱が生じないよう留意することなど、地域の

感染状況を踏まえ、必要に応じて、更なる感染症対策も検討していただきたい

こと。 

その際には、「令和３年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症

に対応した試験実施のガイドライン」（令和２年６月 19 日大学入学者選抜方

法の改善に関する協議決定、同年 10月 29日一部改定）や「令和３年度大学入
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学者選抜に係る大学入学共通テスト新型コロナウイルス感染症予防対策等に

ついて」（令和２年 11 月６日付け独立行政法人大学入試センター理事長通知）

なども参考としていただきたいこと。 

また、入学志願者や試験監督者等の試験業務に携わる者の体調管理について、

入学志願者の在籍する中学校等や入学者選抜の実施者において、より徹底する

こと。 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

＜本件連絡先＞ 
文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 
 
○下記以外のこと 
 初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８） 
 
○運動部活動に関すること 
スポーツ庁 政策課 学校体育室（内３７７７） 

 
 ○文化部活動に関すること 
  文化庁 参事官（芸術文化担当）学校芸術教育室（内２８３２） 
  
 ○心のケア等に関すること 
  初等中等教育局 児童生徒課（内３２８９） 
 
 ○高等学校入学者選抜等に関すること 
  ・下記以外 

初等中等教育局 児童生徒課（内３２９１） 
  ・中等教育学校 
   初等中等教育局 参事官（高等学校担当）（内２３４９） 
  ・特別支援学校 
   初等中等教育局 特別支援教育課（内３１９３） 
  ・専修学校高等課程 
   総合教育政策局 生涯学習推進課 専修学校教育振興室（内２９１５） 
 
 



（参考）学校教育活動を継続するためのチェックリスト 

 

 教職員や関係者の皆さまのこれまでの献身的な御努力に心から感謝申し上げ

ます。国内で高いレベルの感染状況が続く中、子供たちの学びを何としても継

続するため、緊急事態宣言の対象区域の学校はもとより、区域外の学校でも、

感染対策を徹底するための総点検をお願いします。 

 具体的には、各学校等において、以下の点について改めて再点検を行い、感

染対策の万全を期していただきますよう、お願いします。 

 

 

□ 登校・出勤前の健康観察などによる健康状態の把握に加え、登校後の体調

不良者の早期発見に努め、養護教諭等と連携した迅速な対応をとっています

か。 

 

□ 教職員についても、体調不良時には休みをとったり受診したりしやすい環

境の整備を工夫していますか。 

  

□ 教室等における常時換気（難しい場合には 30分に１回以上、少なくとも

休み時間ごとに窓を全開）を励行するとともに、児童生徒等に温かい服装を

心掛けるよう指導し、学校内での防寒目的の衣服の着用等について、柔軟に

対応していますか（コートや防寒着・マフラー等の着用、ひざ掛け・毛布な

どの使用等）。 

 

□ 各教科の学習活動や方法が、「衛生管理マニュアル」第３章「具体的な活

動場面ごとの感染症予防対策について」に示された、地域の感染レベルに応

じた活動の考え方に相応するものとなっていますか。 

（※全ての教科についてチェック） 

 

□ 体育の授業を体育館など屋内で実施する必要がある場合は、呼気が激しく

なるような運動は避けるなど、体育における留意事項を徹底していますか。 

 

□ 給食、弁当、部室での食事、教職員の食事などを含め、すべての飲食の場

面において、飛沫を飛ばさないような席の配置や、距離がとれなければ会話

を控えるなどの対応を工夫していますか。また、食事後の歓談時には必ずマ

スクを着用するよう指導を徹底していますか。 

 

□ 部活動（その前後の活動も含む）において、地域毎の感染レベルに応じた

活動を行っていますか。特に、高等学校においては、地域の感染状況に応じ

て、感染リスクの高い活動を一時的に制限することも含め検討しています

か。 

（別紙２） 
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